
 



＜その他＞ 

公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分御理解のうえ、公売へご参加

ください。 

・ 当該物件については、あらかじめ現況及び関係公簿等をご確認ください。執行機関（甲斐市）

の記載した事前情報と現況が異なる場合は、現況を優先します。 

・ 国税徴収法及び同法施行規則により、暴力団員等に該当しないこと等の陳述をしなければ入札

することはできません。 

・ 山梨県暴力団排除条例により、公売財産を暴力団事務所の用に供することはできません。 

・ 甲斐市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。 

・ 甲斐市は、引渡義務を負わないため、公売財産内の動産等の撤去、占有者等に対しての明渡し

請求、前所有者からの鍵の引渡しなどはすべて買受人が行うこととなります。 

・ 権利移転及び危険負担の移転の時期は、買受人が買受代金の全額を納付した時です。ただし、

農地等は農業委員会等の許可又は届出の受理があった時です。 

・ 所有権移転登記は、買受代金の納付後、買受人の請求により甲斐市が行います。登録免許税な

ど、所有権移転登記に係る費用は買受人の負担となります。 

・ 土地汚染、地下埋設物、アスベスト等に関する専門的な調査は行っておりません。 


